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概要

2010年10月28日、『中国人民共和国社会保険法

代表大会常務委員会を代表大会常務委員会を

より、中国国内に勤務

められました。しかし、

国及び中国における二重

険法に具体的に規定されていません

2011年6月10日、人的資源

関する暫行弁法』（意見募集案

の趣旨は社会保険法の

ります。弁法案及び解説

（http://www.chinalaw.gov.cn

まで、公衆は修正案及

本ニュースレターは、弁法案

意すべき事項について

する外国人の社会保険への加入

暫行弁法』（意見募集案）の公表

中国人民共和国社会保険法』(以下、｢社会保険法｣と略称)が全国人民

を通過しました。施行日は2011年7月1日です。社会保険法第97条にを通過しました。施行日は2011年7月1日です。社会保険法第97条に

勤務する外国人が中国の社会保険に加入する必要がある旨が初めて定

、加入すべき社会保険の種類、給付の種類、帰国時の払戻金額、本

二重の保険加入義務が生じた場合の相互免除の取扱等は、社会保

されていません。

人的資源・社会保障部は『中国で勤務する外国人の社会保険への加入に

意見募集案）(以下、｢弁法案｣と略称)をドラフトし、公表しました。弁法案

の補足にあり、上記のような問題について、回答を与える可能性もあ

解説は、国務院法制弁公室のウェブサイト上

http://www.chinalaw.gov.cn）で公開され、公衆の意見を募集しています。2011年6月17日

修正案及びその理由を提出することができます。

弁法案の主要な内容、中国で勤務する外国人及びその管理者が注

について検討します。

http://www.chinalaw.gov.cn
http://www.chinalaw.gov.cn


主要な内容

1、社会保険料の納付者

社会保険法第97条及び弁法案は、中国で勤務する外国人
及び国内雇用者は、人的資源・社会保障部の規定に従って
社会保険料を納付する旨を定めています。中国で勤務する
外国人の範囲には、中国国内に登録・登記している外商投
資企業、内資企業、事業組織、社会団体、民間非企業組織、
基金会、弁護士事務所、会計士事務所等に雇用されている
外国人のほか、国外の雇用者と雇用契約を締結した後に中
国国内に登録・登記している支店や駐在員事務所へ派遣さ
れている外国人も含まれています。後者については、社会保
険料の雇用者負担分は、本店の代わりに、支店や駐在員事
務所が負担することになります。

香港、マカオ、台湾居住者も中国で勤務する場合は、弁法案
に基づいて、中国の社会保険に加入しなければなりません。

2、社会保険の種類

中国居住者と同様、中国で勤務する外国人は以下の社会保

険に加入する必要があります。
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► 基本養老保険

► 従業員基本医療保険

► 労働傷害保険

► 失業保険

► 出産保険

保険料率については、北京、上海、広州の例を2011年1月７

日発行の「人事労務関連税務情報」に掲載しています。

社会保険法により、住宅積立金は社会保険の範囲に含まれ

ていません。従って、弁法案も、中国で勤務する外国人の住

宅積立金の納付の要否には言及していません。

3、外国人の享受可能な社会保険待遇

中国の社会保険に加入した外国人は、条件に合致すれば、
中国居住者と同様に保険給付を受けることができますが、
外国人は勤務終了後に帰国するのが通常です。弁法案は、
外国人が養老保険の受給年齢に到達する前に中国を離れ
る場合、以下のいずれかを選択できる旨を定めています。

► 基本養老保険の個人口座を留保する。再び中国に勤務
する時に納付期間を累計することができる。あるいは、

► 書面申請により、個人口座残高（雇用者負担分は含まれ
ない）の一括払い戻しを受け、従業員基本養老保険への
加入を終了する。

4、社会保険加入義務の相互免除の可能性

中国と社会保障協定を二ヵ国間、三ヶ国間で締結している国

家の国籍を有する者が中国で勤務する場合、当該協定に従

い、中国での社会保険への加入が免除されることができま

す。現時点では、ドイツと韓国が中国と社会保障協定を締結

しています。
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しています。

5、その他

勤務地の変更があった時のために、中国で勤務する外国人

には、中国全土で使用できる社会保障番号が発行されます。

中国国外において毎月社会保険の給付を受ける権利のあ

る外国人は、人的資源・社会保障部から指定された社会保

険取扱機関に対して、毎年、「生存証明書」を提出する必要

があります。提出の間隔は必要に応じて短縮されます。



弁法案に関する見解

2011年7月の社会保険法の施行後、中国の社会保険に加入する義務

となります。以下の点が修正されれば、この両者の懸念は若干解消されることになります

人的資源及び税務情報

► 弁法案は、外国人が受給年齢への到達前に中国を離れる場

合には基本養老保険の自己負担部分の払い戻しを受けるこ

とができる旨のみを規定し、雇用者負担分（各都市の前年度

平均月給の3倍に20～22％((保険料率は省級人民政府が決

定))を乗じた金額が上限）の払い戻しの可否については明ら

かにしていません。もし、雇用主はこれらの新規定の変化に

よって、その外国人の給与調整を行う場合、外国人が雇用主

が納付した基本養老保険料（実質的に本人の給与から控除

されている）の払い戻しを受けられず、帰国後に中国の社会

保険福利の給付も受けられないとなれば、外国人に対して明

らかに公平を欠くといえます。
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義務が発生する外国人及び国内雇用者にとって、弁法案は非常に重要

されることになります。

► 基本養老保険と同様、失業保険についても、保険料の自

己負担分及び雇用者負担分の払い戻しを認める必要があ

ります。雇用者の所在地の国外、国内を問わず、外国人は

雇用契約の終了後、帰国を選ぶのが一般的だからです。

外国人に対しては、納付した失業保険料の還付を柔軟に

認めるのが、外国人及び国内雇用者にとって公平な取り扱

いであるといえます。

► 社会保険法の施行日は2011年7月1日ですが、弁法案も同

日に施行される可能性があります。中国で勤務する外国人

の給与パッケージは派遣契約で決定され、改定があるとし

ても年1回というのが通常なので、当該外国人及び雇用者

にとって、社会保険への加入による負担増加に即座に対応

するのは困難です。もし、猶予期間(例えば6ヶ月)を設定さ

れれば、両者とも十分な準備を行うことができます。



次の段階

弁法案に対する意見が2011年6月17日まで募集されています。国務院法制弁公室

ブサイトhttp://www.chinalaw.gov.cnから、意見を提出することができます

意見や提案がある人は誰でも、それを政府に対して提出することができます

のみ)。弁法案は修正される可能性があるため、弊社は今後の動向に

報があれば適時にお伝えします。
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